
２０２１．４～

訪問看護ステーション浦安 

１．基本料金　：ケアプランに基づいた訪問料金は、介護保険法により定められております。

表① 日中 夜間・早朝 深夜

8：00～18：00
18:00～22:00
6：00～ 8：00

22:00～6:00

訪問看護１
（２０分未満）

３１３単位 ３９１単位 ４７０単位

訪問看護２
（３０分未満）

４７０単位 ５８８単位 ７０５単位

訪問看護３
（３０分以上１時間未満）

８２１単位 １，０２６単位 １，２３２単位

訪問看護４
（１時間以上１時間３０分未満）

１，１２５単位 １，４０６単位 １，６８８単位

１日　１回目 １日　２回目 １日　３回以上

看護体制強化加算 Ⅰ　５５０単位 Ⅱ　　２００単位

退院時共同指導加算

初回加算

Ⅰ　６単位 Ⅱ　　３単位

特別管理加算　（月１回）　（＊３） Ⅰ　　５００単位 Ⅱ　　２５０単位

緊急時訪問看護加算（月１回）

長時間訪問看護加算

複数名訪問加算 30分未満　２５４単位 30分以上　４０２単位

ターミナルケア加算

（終末期の看護サービスを継続して受けた場合）

＊１）浦安市は地域区分が「4級地」であるため、上記表の単位数に　１０．８４円　を乗じた金額の

　　　１割、２割または３割が自己負担となります。

＊２）サービス提供体制強化加算は、国の定める基準により料金設定が表の　Ⅰ・Ⅱ　に分かれます。

＊３）特別管理加算は、国の定める基準により料金設定が表の　Ⅰ・Ⅱ　に分かれます。

＊４）計画外の緊急訪問が必要になった場合は、ご利用者様の状態に応じて料金が異なります。

　　　裏面の表②を参照してください。

２．その他の実費（税込）

（１） 交通費　：　事業の通常の実施地域の場合は、基本料金に含まれます。

事業の通常の実施地域以外の場合

（２） その他の実費　：　日常生活上必要とされる介護用品・衛生材料費等　　　実費（別紙参照）

（３） キャンセル料　：　体調の変化による急な受診以外での当日キャンセル　　１回　１，０００円（不課税）

（４） 区分支給限度基準額を超えてサービスを利用する場合　：　

　　　限度額を超えた単位数に　１０．８４円　を乗じた金額の１０割（全額）が自己負担となります。

６００単位

３００単位

２，０００単位

３００単位

５７４単位

２９３単位 ５８６単位

　　　　　　　　　　　 支払証明作成料　　　　１枚につき　１，１００円

　　　　　　　　　　　 謄写代　　　　　　　　　　１枚につき  ２２円

訪問看護サービスの費用（介護保険）

２９３単位×９０％
　　　　　　　×回数

       ステーションから片道２０Ｋm以上          １１０円／Ｋm×実施地域外からの往復距離数

       ステーションから片道２０Ｋm未満            ５５円／Ｋm×実施地域外からの往復距離数

訪問看護５
（理学療法士等による訪問）
１回あたり２０分・１週間に６回まで

サービス提供体制強化加算　（訪問１回につき）（＊２）



緊急時訪問看護（当該月、計画外の訪問）料金表

２０２１．４～

訪問看護ステーション浦安 

日中 夜間・早朝･深夜 夜間・早朝 深夜

８：００～１８：００ １８：００～８：００
１８：００～２２：００

６：００～８：００
２２：００～６：００

訪問看護２
（３０分未満）

４７０単位 ４７０単位 ５８８単位 ７０５単位

訪問看護３
（３０分以上１時間未満）

８２１単位 ８２１単位 １，０２６単位 １，２３２単位

訪問看護４
（１時間以上１時間３０分未満）

１，１２５単位 １，１２５単位 １，４０６単位 １，６８８単位

サービス提供体制加算
（訪問１回につき）

＊　浦安市は地域区分が「４級地」であるため、上記表の単位数に　１０．８４円　を乗じた金額の１割、２割または

　　　３割が自己負担となります。

Ⅱ　　　３単位Ⅰ　　　６単位

その月の１回目 その月の２回目以降

日中

８：００～１８：００

８２１単位

１，１２５単位

４７０単位


